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福祉保健部長の𠮷野でございます。 

委員の皆様方には、福祉保健医療行政の推進にあたりまして、

日頃から格別の御指導を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

それでは、今議会に提出しております福祉保健部関係の議案

について、御説明いたします。 

 

まず、議案第１号「令和８年度和歌山県一般会計予算」の 

うち、福祉保健部関係は、 

１,０１１億３,１９７万３千円で、前年度と比較して、 

６２億３,６６８万８千円の増となっております。 

 

主なものといたしましては、 

・救急医療体制の堅持のため、ドクターヘリの安定運航に 

向け、県で機体を整備するための経費、 

・中山間地域での介護サービスの確保に取り組む市町村を 

支援するための経費、 

  ・県立こころの医療センターにおいて、県内初となる児童

思春期専門病床を設置するための設計に係る経費 

等を計上しております。 

 

県といたしましては、県民の皆様が安心して生活ができるよ

う、各施策を推進してまいります。 

なお、詳細につきましては、このあと各課長から順次御説明

いたします。 
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 続きまして、議案第４３号につきましては、貸与した修学資

金の返還に係る債務の免除の条件について、医師の業務に従事

することとされている指定医療機関等にその他知事が特に認め

る医療機関を加えるものです。 

 

次に、議案第４４号につきましては、子ども・子育て支援法

等の一部改正に伴い、国民健康保険事業費納付金に係る規定の

整備等を行うものです。 

 

次に、議案第４５号につきましては、子ども・子育て支援法

等の一部改正に伴い、後期高齢者医療財政安定化基金において、

政令に規定する子ども・子育て支援納付金財政安定化基金拠出

率を標準として条例で定める割合を定めるものです。 

                                                                                                                             

 続きまして、その他案件について御説明いたします。 

 

 議案第６６号につきましては、生活保護法第７８条第１項の

規定による徴収金に係る請求権について、債務者本人が死亡し、

相続人全員が相続放棄を行ったことに伴い、徴収金に係る請求

権を放棄するものです。 

 

次に、議案第６７号につきましては、原子爆弾被爆者に対す

る健康管理手当の戻入金に係る請求権について、債務者本人が

死亡し、相続人全員が相続放棄を行ったことに伴い、その権利

を放棄するものです。 
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以上で、私からの説明は終わらせていただきます。 

 御審議の程、何卒よろしくお願いいたします。 
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社会福祉課長 説明要旨 
 
 社会福祉課長の小林でございます。 
 社会福祉課関係の案件につきまして、概要を御説明いたしま
す。 
 
 第３款「民生費」、第１項「社会福祉費」、第１目「社会福祉
総務費」のうち、当課分は、 
１４億９,０６４万２千円です。  
 
  このうち主なものについて、御説明いたします。 
 「６ 民生委員・児童委員指導」１億５,７１０万５千円は、
民生委員・児童委員の活動費の負担や資質向上を図るために開
催する研修会等に要する経費です。 
 
 「７ 社会福祉」６億２９９万３千円は、社会福祉法人和歌
山県社会福祉協議会が行う地域福祉の増進を図るための事業に
対する補助等に要する経費です。 
 

「１１ 生活困窮者自立支援」１億１,３１１万４千円は、 
生活困窮者に対する自立相談支援、居住支援、就労支援の事業
拡充及び体制強化等に要する経費です。 
 
 次に、第７目「地方改善事業費」３億５,１３８万３千円は、
市町が行う隣保館の運営及び施設整備に対する補助等に要する
経費です。 
 

次に、第３項「生活保護費」、第２目「扶助費」 
３８億８,７７６万５千円は、生活保護法に基づく生活扶助、 
住宅扶助、医療扶助等の実施に要する経費です。 
 

次に、第４項「災害救助費」、第１目「救助費」 
５億２,３７５万９千円は、被災者支援に係る業務を迅速化する
ためのシステムの市町村との共同調達や、被災者生活再建支援
金の原資となる全都道府県の相互扶助による基金への拠出等に
要する経費です。 
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 以上で、社会福祉課関係の説明を終わらせていただきます。 
 御審議の程、何卒よろしくお願いいたします。 
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長寿社会課長 説明要旨 
 
 長寿社会課長の坂本でございます。 
  長寿社会課関係の案件につきまして、概要を御説明いたしま
す。 
 
 第３款「民生費」、第１項「社会福祉費」、第１目「社会福祉
総務費」のうち、当課分は、 
３億１４５万５千円です。 
 
  このうち主なものについて、御説明いたします。 

「２ 福祉人材センター運営」１億９２９万３千円は、 
無料の職業紹介や就職相談、ハローワークとの連携等により就
労促進を図るとともに、介護サービス事業所に対する生産性向
上に関する相談対応や伴走支援、研修会開催の総合的な支援に
要する経費です。 
 

第３目「老人福祉費」のうち、当課分は、 
１９８億９,２５４万円です。 
 

このうち主なものについて、御説明いたします。 
  「７ 老人福祉施設整備」１９億８,０７１万６千円は、 
「わかやま長寿プラン２０２４」に基づく介護保険施設等の整
備に対する補助に要する経費です。 
 
 「９ 介護人材定着促進」２億３,０６９万５千円は、 
介護従事者の業務の負担軽減や効率化に効果がある介護テクノ
ロジーを導入する介護事業所に対する補助に要する経費です。 
 

「１７ 認知症対策総合推進」４,２７６万２千円は、認知症
に関する総合的かつ継続的な支援体制の確立を図るとともに、
認知症発症前の軽度認知障害に関する啓発や軽度認知障害の高
齢者に対する居場所づくりを行う事業所への立ち上げ支援に要
する経費です。 
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「２１ 介護人材確保対策」２,８５２万７千円は、高校生が
無料で介護職員初任者研修を受講できる取組や中山間地域の訪
問介護員養成・就労支援に加え、訪問介護員が働きやすい体制
づくりの確保にかかる市町村の支援等に要する経費です。 
 

「２２ 自立支援型ケアマネジメント推進強化」 
９３７万８千円は、運動機能が低下し、支援が必要となった軽
度高齢者が再び自立した生活を送れるよう、研修の実施やリハ
ビリ専門職の派遣等に要する経費です。 
 
 以上で、長寿社会課関係の説明を終わらせていただきます。 
 御審議の程、何卒よろしくお願いいたします。 
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介護サービス指導課長 説明要旨 
 
 介護サービス指導課長の川村でございます。 
  介護サービス指導課関係の案件につきまして、概要を御説明
いたします。 
 

第３款「民生費」、第１項「社会福祉費」、第３目「老人福祉
費」のうち、当課分は、 
３億２,２１２万１千円です。 
 
  このうち主なものについて、御説明いたします。 

「１ 介護保険指定事業者指導等」１７６９万円は、良質な
介護サービスを提供するために行う指定事業者への研修・指導
経費、介護事業者情報を管理するシステムの改修・保守管理に
要する経費です。 
 

「２ 軽費老人ホーム運営補助」２億９,９０２万５千円は、 
身体機能の低下等により自立した日常生活に不安があって、家
族による援助を受けることが困難な高齢者が利用する軽費老人
ホームの運営に対する補助に要する経費です。 
 
 以上で、介護サービス指導課関係の説明を終わらせていただ
きます。 
 御審議の程、何卒よろしくお願いいたします。 
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障害福祉課長 説明要旨 
 
 障害福祉課長の冨安でございます。 
 障害福祉課関係の案件につきまして、概要を御説明いたしま
す。 
 
 第３款「民生費」、第１項「社会福祉費」、第１目「社会福祉
総務費」のうち、当課分は、 
８８億１,０９４万２千円です。 
  

このうち主なものといたしまして、 
「２ 障害者援護」８４億７,９１４万２千円は、障害福祉サー
ビス事業所への自立支援給付費の負担等に要する経費です。 
  

次に、第２目「障害者福祉費」のうち、当課分は、 
９億７,５５１万１千円です。 
 
 このうち主なものについて、御説明いたします。 

「９ 市町村地域生活支援」３億４,５７３万２千円は、 
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業を実施する市町村
に対する補助に要する経費です。 
 

「１３ 障害者支援施設等整備」１億７,７１２万円は、 
障害者支援施設等の整備に対する補助に要する経費です。 
 

「１６ 発達障害者支援体制整備」４,６５１万１千円は、 
発達障害者支援センター「ポラリス」の運営に要する経費です。 
 

「２２ 和歌山県視聴覚障害者情報提供施設維持管理運営」 
９,１５７万３千円は、点字図書館及び聴覚障害者情報センター
の管理運営に要する経費です。 
 
 次に、第２項「児童福祉費」、第１目「児童福祉総務費」 
のうち、当課分は 
５,１５２万４千円です。 
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このうち主なものといたしまして、 
「４ 医療的ケア児等支援体制整備」７６２万４千円は、 
医療的ケア児やその家族に対する相談対応、関係機関との連絡
調整を行う「和歌山県医療的ケア児等支援センター」の運営や
地域生活を支援する人材育成に要する経費です。 
 
 次に、第２目「児童措置費」のうち、当課分は、 
「１ 児童福祉施設給付費」２５億２,５０７万５千円です。 

これは、障害児入所施設の給付費の負担金等に要する経費で
す。 
 
 以上で、障害福祉課関係の説明を終わらせていただきます。 
 御審議の程、何卒よろしくお願いいたします。 
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こころの健康推進課長 説明要旨 
 

こころの健康推進課長の橋本でございます。 
 こころの健康推進課関係の案件につきまして、概要を御説明
いたします。 
 
 第３款「民生費」、第１項「社会福祉費」、第１目「社会福祉
総務費」のうち、当課分は、 
３８億３,４５５万円です。 
 
 このうち主なものについて、御説明いたします。 
 「３ 自立支援医療」２６億９,７２０万６千円は、障害者総
合支援法に基づく障害者医療費の一部の負担に要する経費で
す。 
 
 次に、第２項「児童福祉費」、第 1 目「児童福祉総務費」 
のうち、当課分は、 
「１ 心身障害者扶養共済制度」１億７,１４４万８千円で、 
心身障害児者の保護者が死亡又は重い障害状態になった場合
に、心身障害児者に年金の給付を行うために要する経費です。 
 
 次に、第４款「衛生費」、第１項「公衆衛生費」、第４目「精
神衛生費」のうち、当課分は、 
２億４,６４８万６千円です。 
 
 このうち主なものについて、御説明いたします。 
 「７ “命”のセーフティネットワーク」 
８,５６５万６千円は、県民への自殺予防啓発や自殺対策に取り
組む団体への補助などに加え、２４時間の電話相談の対応や自
殺未遂者を支援機関につなげていくために要する経費です。 
 
 「１０ こどものこころの診療ネットワーク」 
３,７２１万８千円は、県立医科大学に寄附講座を設置し、児童
精神科医の育成を図るとともに、県立医科大学附属病院を拠点
に包括的な支援体制を構築するために要する経費です。 
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 以上で、こころの健康推進課関係の説明を終わらせていただ
きます。  

御審議の程、何卒よろしくお願いいたします。 
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医務課長 説明要旨 
 

 医務課長の石田でございます。 
 医務課関係の案件につきまして、概要を御説明いたします。 
 
 第４款「衛生費」、第１項「公衆衛生費」、第１目「公衆衛生
総務費」のうち当課分は、 
１７億６９０万１千円です。 
 
 このうち主なものといたしまして、 
「２ こころの医療センター事業運営指導」 
１５億１,０１３万１千円は、こころの医療センター事業会計へ
の負担等に要する経費です。 
 
 次に、第４項「医薬費」、第２目「医務費」のうち当課分は、 
７５億４,９９２万４千円です。 
 
 このうち主なものについて、御説明いたします。 
 「５ 災害医療対策」８億４,９４６万３千円は、災害時にお
ける医療救護等を円滑に実施するために行う医療施設や体制の
整備等に要する経費です。 
 
 「１０ 医師確保修学資金」１億５,０６０万円は、へき地及
び医師確保が困難な診療科に従事する医師を確保するため、県
立医科大学地域医療枠等の入学者に対して行う修学資金の貸付
に要する経費です。 
 
 「１７ 病床機能の分化・連携のための体制整備」 
５億９,３６０万６千円は、地域医療構想の実現に向け、病床機
能の分化・連携を進めるために医療機関が行う病床の機能転換
等に係る施設改修・設備整備に対する補助等に要する経費です。 
 
 次に、第３目「保健師等指導管理費」は、 
１億８,６４７万６千円です。 
 
 このうち主なものといたしまして、 
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「３ ナースセンター」２,５３９万４千円は、未就業看護職員
の再就業の促進など、看護職員の確保対策の拠点となるナース
センターの運営・強化に要する経費です。 
 
 次に、第５目「看護学校費」は、４億６,１７５万３千円です。 
 これは、県立高等看護学院及び県立なぎ看護学校の運営に要
する経費と職員費です。 
 
 次に、第１０款「教育費」、第８項「大学費」、第１目「医科
大学費」１３３億２,９２４万７千円は、県立医科大学の業務運
営に必要な財源の交付や施設整備のための貸付等に要する経費
です。 
 

次に、債務負担行為で翌年度以降にわたる支出としまして、 
まず、「２８ 令和８年度ドクターヘリ機体購入」につきまし
て、２１億２１０万円の債務負担を設定するものです。 
 

また、「４８３ 令和８年度和歌山県立医科大学受配電設備
機器他更新」及び「４８４ 令和８年度和歌山県立医科大学空
調用他熱源設備機器更新」は、エネルギーセンター内の受配電
設備や冷凍機等の老朽化に伴う更新について、 
合計４億９,５４０万６千円の債務負担を設定するものです。 
 
 次に、特別会計といたしまして、県立こころの医療センター
事業会計では、収益的収入及び支出として、 
病院事業収益２３億４,０９２万３千円、 
病院事業費用２３億２,０３６万９千円を計上しております。 

これは、職員費や薬品費といった病院事業の運営に要する経
費です。 
 また、資本的収入として６億９,６７６万円、資本的支出とし
て７億３,４３７万５千円を計上しております。 

これは、こころの医療センターの整備に伴う企業債の元金の
返済、老朽化した備品等の更新等に要する経費です。 
 
 以上で、医務課関係の説明を終わらせていただきます。 
 御審議の程、何卒よろしくお願いいたします。 
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健康推進課長説明要旨 
 
 健康推進課長の西岡でございます。 
 健康推進課関係の案件につきまして、概要を御説明いたしま
す。 
 
 第４款「衛生費」、第１項「公衆衛生費」、第１目「公衆衛生
総務費」のうち、当課分は、 
３億５,４００万９千円です。 
 
 このうち主なものについて、御説明いたします。 
 「２ 母子保健推進」８,２９２万７千円は、出産後も安心し
て子育てができる支援体制を確保するため、出産後１年以内の
母子に対して産後ケア事業を実施する市町村を支援するほか、
母子保健に関する研修や妊婦のための支援給付に係る実施体制
の整備支援などに要する経費です。 
  
 「５ こうのとりサポート」３,１３５万６千円は、不妊に悩
む夫婦等を経済面・精神面から支援するため、不妊治療に要す
る費用を支援するほか、若年世代が将来のライフプランを考え、
日々の生活や健康と向き合うことができるよう、 
プレコンセプションケアの推進に要する経費です。 
 
 「８ 健康づくり推進」１,２０２万７千円は、県民の健康意
識やヘルスリテラシーの向上を図るため、地域・職域・教育等
の関係団体等で構成する協議会の開催や健康づくりに資する普
及啓発に要する経費です。 
 
 次に、第３目「予防費」では、２６億７,０６２万３千円を計
上しております。 
 
 このうち主なものといたしまして、 
 「１ 市町村健康増進事業支援」１億２,１５１万８千円は、 
住民の健康の増進を図るために市町村が実施する健康増進事業
への支援を行うとともに、がん検診を受診しやすい環境を確保
し、がんの早期発見・早期治療を推進するため、子宮頸がん検
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診車を更新することなどに要する経費です。 
 

「２ がん対策推進」１億５,４３１万１千円は、 
第４次和歌山県がん対策推進計画の目標達成のため、がん診療
連携拠点病院等への活動支援を行うほか、がん診療施設の施設
・設備整備支援や、がん検診の受診勧奨を行う市町村への支援
など、がん対策の総合的な推進に要する経費です。 
  
 以上で、健康推進課関係の説明を終わらせていただきます。 
 御審議の程、何卒よろしくお願いいたします。 
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国民健康保険課長 説明要旨 
 
 国民健康保険課長の前坂でございます。 
 国民健康保険課関係の案件につきまして、概要を御説明いた
します。 
 
 第３款「民生費」、第１項「社会福祉費」、第３目「老人福祉
費」のうち、当課分は、 
１８１億３,０６０万２千円です。 
 
 このうち主なものについて、御説明いたします。 
 「１ 後期高齢者医療費支給」１３３億５,１２５万４千円は、
後期高齢者医療制度に係る医療の給付に要する経費の県負担分
です。 
 
 「３ 後期高齢者医療制度充実対策」４７億７,１６２万円は、
後期高齢者医療制度の安定化を図るために行う保険料の軽減措
置や高額医療費に対する支援に要する経費です。 
 

次に、第５目「国民健康保険連絡調整費」につきましては、 
９９億７,４１２万７千円を計上しております。 
 
 このうち主なものについて、御説明いたします。 
 「４ 国保制度充実対策」４４億８,１２５万７千円は、国民
健康保険制度の安定化を図るため、市町村が行う低所得者や未
就学児等に対する保険料及び保険税の軽減措置や高額医療費に
対する支援に要する経費です。 
 
 「５ 国保保険給付費等交付金」５１億５,７８８万１千円は、
市町村の国民健康保険財政の安定化を図るために交付する「和
歌山県国民健康保険保険給付費等交付金」等に要する経費です。 
 
 次に、特別会計といたしまして、「国民健康保険特別会計」
では、入出ともに９４３億８,０６７万９千円を計上しておりま
す。 

これは、市町村に対する保険給付及び保健事業の実施に必要
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な費用の交付等、国民健康保険事業の運営に要する経費です。 
 

 以上で、国民健康保険課関係の説明を終わらせていただきま
す。 
 御審議の程、何卒よろしくお願いいたします。 
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薬務課長 説明要旨 
 
 薬務課長の秋月でございます。 
 薬務課関係の案件につきまして、概要をご説明いたします。 
 
 第４款「衛生費」、第４項「医薬費」、第２目「医務費」 
のうち、当課分は、 
１,３８９万円です。 
 
 内容といたしまして、「１ 臓器移植推進」１,３８９万円は、 
臓器移植を円滑に推進するために行う県臓器移植コーディネー
ターの設置や院内臓器移植コーディネーターの研修、並びに県
民への普及啓発に要する経費です。 
 
 次に 第４目「薬務費」は、７,０２２万４千円です。 
 
 このうち主なものといたしまして、 
 「１ 薬局等適合性調査」１,５５２万６千円は、 
県民に安全で品質の高い医薬品等を提供するために行う医薬品
等製造業や薬局等の許認可事務等に要する経費です。 
 
 「８ 医薬品等緊急対策」３,０３２万１千円は、 
大規模災害や新型インフルエンザの発生時に必要となる医薬品
等の確保等に要する経費です。 
 
 以上で、薬務課関係の説明を終わらせていただきます。 
 ご審議の程、何卒よろしくお願いいたします。 
 


